
令和５年８月 

 
入学準備支援金のお知らせ 

野々市市教育委員会 教育総務課 

 

 野々市市では、入学の際に必要なランドセルや制服などの購入にかかる家庭の経済的負担を軽減するため、入学前の12

月に入学準備支援金を支給します。 （所得制限あり） 

【支給対象の条件】 

市内在住で、令和６年度、野々市市立の小・中学校に入学予定の児童・生徒の保護者で次のいずれかに該当する方 

該当理由 必要書類 

１ 昨年の収入が少なく経済的に余裕がない 

 

＜所得基準の目安＞ ※世帯員の年齢や家賃の有無などで異なります 

令和５年度（令和４年分）所得証明書 

・令和５年１月１日現在の住所が市外にあった方のみ必要 

・同一世帯の18歳以上の方全員分 

   （令和５年１月１日現在の住民登録地で発行されます） 
 

 世帯構成 令和４年中の所得額の目安 

例１ ３人世帯 （父・母・子１人） 250万円程度以下 

例２ ４人世帯 （父・母・子２人） 300万円程度以下 

例３ ５人世帯 （父・母・子３人） 350万円程度以下 

２ 生活保護が停止又は廃止になった 生活保護停止（廃止）決定通知書の写し 

３ 市民税が非課税となっている 

令和５年度非課税証明書 

・令和５年１月１日現在の住所が市外にあった方のみ必要 

  （令和５年１月１日現在の住民登録地で発行されます） 

４ 市民税が減免されている 減免承認通知書の写し 

５ 個人事業税が減免されている 減免承認通知書の写し 

６ 固定資産税が減免されている 減免承認通知書の写し 

７ 国民年金保険料が減免されている 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し 

８ 国民健康保険料が減免又は猶予されている 国民健康保険税減免決定通知書の写し 

９ 生活福祉資金の貸付を受けている 生活福祉資金貸付決定通知書の写し 

10 ひとり親家庭などで児童扶養手当を受給している 児童扶養手当証書の写し 

11 職業安定所登録の日雇労働者である 雇用保険日雇労働被保険者手帳の写し 

※その他、災害等により生計に著しい変化を生じ、生活が困難な場合は、申請書⑤「５その他」に詳細をご記入いただき、罹災

証明書等の写しを添付のうえ提出ください。審査した結果、特に援助が必要であると認められた場合は対象となります 

 

※ご不明な点がございましたら教育総務課までお問い合わせください。 

● 次のいずれかに該当する場合は対象となりません 

  ・生活保護法に定める教育扶助費を受給している 

  ・入学前に野々市市外へ転出する 

  ・野々市市立の小・中学校に入学しない 

 ※上記に該当し、入学準備支援金の支給を受けたときは、返還していただくことになります 

お問合せ・申請先 

野々市市教育委員会 教育総務課 

電話076-227-6113 



令和５年１０月３１日（火）まで (必着・郵送可) 

野々市市教育委員会 教育総務課 （TEL０７６－２２７－６１１３） 

〒９２１－８５１０ 野々市市三納一丁目１番地 野々市市役所３階 
 

 

【申請の方法】 ※学校での申請書・問い合わせの受付は行っておりません。 

申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ教育総務課へ提出してください。（郵送可） 

  

 

 

受付時間：午前８時 30 分から午後５時 15 分（土曜・日曜・祝日を除く） 

 

    
次のいずれかの理由により期日までに提出できない場合は、ご相談ください 

 ・11 月１日以降に野々市市内に転入予定、野々市市立以外の小・中学校への入学を検討している、など 

  

【申請時に必要なもの】            【支給額及び支給時期】 

（１）入学準備支援金申請書 

（２）該当理由の必要書類 

（３）振込先口座が確認できるもの（通帳など） 

 

※翌年度の就学援助費の支給額は、本制度の支給額を引いた額 

  （就学援助制度は翌年の４月初旬に各市立小・中学校から案内します） 

 

  

 

【申請書記入例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校に入学予定 54,060 円 

中学校に入学予定 63,000 円 

令和５年 12 月末頃に支給予定 


